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　城陽市では、これまで職員給与や職員定員管理の状況を公表してきましたが、こ
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１　部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

類似団体の人口１万人当たり職員数 人

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

類似団体の人口１万人当たり職員数 人

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注） １　職員数は一般職に属する職員数で、再任用短時間勤務職員は除いています。

地方公務員の身分を持つ休職者・派遣職員などを含み、会計年度任用職員は除いています。

２[     ]内は、条例定数の合計です。

施設管理部門の欠員（▲1）
図書館部門の欠員（▲1）
城陽市民余暇活動センター（総合運動公園）への派遣に伴う増
＋１

消防部門の体制強化に伴う増＋１

上下水道部門の欠員（▲4）
上下水道部門の再任用短時間職員化（▲１）

１章　職員の任免及び職員数に関する状況
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　公会
　営計
　企部
　業門
　等

主な増減理由

都市整備部次長の課長兼務解除に伴う増＋１
管理部門の再任用短時間勤務職員の正職化＋１
土木部門の配置減（▲2）
新名神推進部門の体制強化に伴う増＋１

［　  　633　　　］ ［　　0　　］
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税務部門の欠員（▲1）
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63.28
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＜参考＞

32

7
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2

1

国勢調査に伴う増＋１
管財契約部門の体制強化に伴う増＋１
人事部門の休職代替の配置に伴う増＋１
危機・防災部門の休職代替の配置に伴う減（▲1）

98
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＜参考＞
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0
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２　職員の採用・退職の状況（令和６年度）

（単位：人）

３　年齢別職員構成の状況（７年４月１日現在）
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合　　計
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～
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４　定員管理の数値目標及び進捗状況

職員数の推移

（単位：人・％）

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

（参考）第３次定員管理計画における定員管理の数値目標（数・率）

(注) 目標達成に向けては、業務量の変化や退職者等の職員体制の変化を把握し、職員の年齢構成の平準化、

適正な職員配置を考慮して、計画的な新規採用を行い、計画の推進に取り組んでいきます。

採用にあたっては、受験年齢の引上げや氷河期採用枠の設定、また遠方在住者の受験機会の拡大など、

人材確保に努めます。

　 また、研修を通じて、個々の職員の資質向上にも努めます。

あわせて、本市の厳しい財政状況を考慮し、DXの推進を含め効率的な事務執行に取り組みながら、再任用

職員や非常勤職員等の活用、民間委託の積極的な活用に加え、市民協働の推進なども検討し、簡素で

効率的な行政運営に努めます。

計画期間

到達目標

327314

　　　　　　 　　　区　　分
部　　門

502

数値目標
策定時

公営企業等会計計

98

442

２年

465

50

516

464462

令 和 3 年 4 月 1 日

51

93

▲2(4.0％)

20(4.1％)

52

326

492

309

令 和 8 年 4 月 1 日

６年

7(17.5％)

5(5.4％)

22(5.0％)

10(3.2％)

過去5年間の

98

41

７年

40

97

40

464普通会計計

総合計

増減数（率）

451

97消　防

一般行政

３年 ５年

教　育 40 47

97

514 512

539人

317

48

516

52 48

319

４年

51
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１　総括

（1）人件費の状況（普通会計決算）

％

（注） 一般職の給料・手当、特別職(市長、市議会議員など)の給料・議員報酬・報酬(委員、会計年度任用職員を含む)・手当の

ほか、共済費（社会保険料等）などの事業主としての負担分も含まれています。

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注） １　職員の給与費は一般職のみの金額で、共済費(社会保険料等)は含みません。

　　　 ２　職員手当は、退職手当を除く地域・扶養・通勤・住居・管理職・時間外勤務・特殊勤務などの手当が含まれています。

３　職員数は、令和6年4月1日現在の人数です。

４　給与費については、再任用職員短時間勤務職員の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいません。

（3）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）

　　　 ３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

（4）　社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況について

①給料表の見直し

[　実施　]

（給料表の改定実施時期）　令和７年４月１日

②地域手当の見直し

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（支給割合）国基準８％に対し、城陽市においても８％を支給（※令和８年度は、特例条例により６％）

（実施時期）令和７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引き上げることとし、令和７年４月１日時点は６％、令和８年４月１日は８％を支給。

     （※令和８年度は、特例条例により６％）

（参考）

％ ％ ％

％ ％ ％ （※令和８年度は、特例条例により６％）

③その他の見直し内容

扶養手当及び管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（令和７年４月１日実施）

5,922

　　　 Ａ

６年度

　　　　　 Ａ

　　　　　千円

14.8

２章　職員の給与の状況

区　　分

　　　 （7年1月1日）

区　　分

（参考）類似団体平均給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

実質収支

職員手当

　　　　　千円 千円

　　計　　Ｂ

住民基本台帳人口

千円

　　　　　　％　　　　　千円

歳 出 額

一人当たり給与費

人

478

給　 料

740,307 2,831,057

一人当たり

人　

１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、
　　学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）的用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した
　　地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。
　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

５年度の人件費率

【概要】国家公務員給与においては、行政職俸給表(一)において３級から７級までの初号近辺の号俸をカットし、これらの級の初号の俸給月
額の引上げを行うとともに、８級から10級の隣接する級間での俸給月額の重なりの解消等を行っている。その他、各種手当について見直しを
行っている。

73,321

千円

384,838

　　　　　　千円

千円千円

期末・勤勉手当

5,101,550

6,391

職員数

６年度

1,705,912

給与費 B/A

人件費

34,443,321

 Ｂ

人 件 費 率

 Ｂ／Ａ

（参考）

13.877,637

各年度の支給割合

令和６年度 令和７年度 令和８年度

国基準による支給割合 3 6 8

城陽市の支給割合 3 6 8

(99.6) (99.6) (99.2) (99.1)

（R4.4.1）

99.2
（R4.4.1）

98.3

（R4.4.1）

98.7

（R5.4.1) 

99.1

（R5.4.1) 

98.3

（R5.4.1) 

98.6

（R6.4.1) 

99.4

（R6.4.1) 

98.3
（R6.4.1) 

98.6

（R7.4.1) 

99.6

（R7.4.1) 

98.6

（R7.4.1) 

98.7

90

95

100

105

城陽市 類似団体平均 全国市平均

(99.4) (99.6)(99.1)(99.2)
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歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 円 円 円

歳 千円 千円 千円 歳 千円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

千円 千円

(注) １ 民間データは、賃金構造基本統計調査において、公表されているデータを使用しています。

（令和3年～令和5年の3ヶ年平均）

２

３

４

５

６

（2）職員の初任給の状況（７年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

(注) 初任給は、卒業後ただちに採用された場合の給料額です。

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（７年４月１日現在）

円 円 円 円

円

―

京都府

1.06

427,950

― （該当者なし）高　校　卒

廃棄物処理業従業
員

52.8 324,186 358,506382,285

―

高　校　卒

1.07

参考

314.9
うち

清掃職員

―

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手
当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

―

62.3 275.6

410,439

333.4

266,100

経験年数１０年

188,000

一般行政職

大　学　卒

201,000

平均給与月額
（Ａ）

平均給与月額
（国比較ベース）

対応する民間の擬
似職種

325,90040.8

公　務　員

国

民　間

京都府

404,184

区　　分
平均給料月額平 均 年 齢

41.7 323,640 373,596

414,480

―62.3 333,400 275,600 ―260,000城陽市
―

Ａ／Ｂ

参考

城陽市

260.0

年収ベース（試算値の比較）

国

国

372,257

―

―

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ）

377,980

―

― ―

―

区　　　　分

51.3

「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には特殊勤務手当・通勤手当及び時間外勤務手当等の実
費弁償又は実績支給に係る手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

385,867

220,000

―

―

―

う ち 清 掃 職 員

区　　分

225,600

197,000

城 陽 市

―

Ｃ／Ｄ

経験年数２５年

―

京 都 府区　　　　　分

年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては
前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

「平均給料月額」とは、令和6年4月1日現在における職員の基本給の平均です。

平均年齢
平均給与月額

（Ｂ）

337,907294,567

類似団体

―

類似団体

47.7

―

41.9 332,237

― （該当者なし） 311,500 ― （該当者なし）

―城陽市

経験年数３０年

40.9 316,455 406,663 366,635

58.3 358,517 407,506 388,954

4,376.3

大　学　卒 276,855

経験年数２０年

一般行政職

4,675.7

技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているもの
ではありません。
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

（1）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（７年４月１日現在）

（注） １　城陽市の給与条例に基づく給料表の級別、役職別の職員数です。

２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

３　（　）は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。

  

（２）昇給への人事評価の活用状況（城陽市）

イ　人事評価を活用している

活用している昇給区分

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ(一律)

ロ　人事評価を活用していない

活用予定時期

（注） 懲戒処分又は分限処分を受けた者については、処分に応じて昇給号給数を調整し、昇給に反映させています。

部長、理事

〇

主事

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

○

51

　　　　　　　　人

14

17.1

3.4

次長、課長

区　　分

　　　　　　　　％
合 計

11.7

４　級 係長、主査

昇給実績がある
区分

　　　　　　　　人

100.0

　　　　　　　　％

昇給可能な
区分

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

主任

５　級
12.1

３　級

　　　　　　　　人

16.4

１　級
　　　　　　　　％

35

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

２　級

　　　　　　　　％

昇給可能な
区分

10

構 成 比

　　　　　　　　人
主事補

49

管理職員

未定

６　級

昇給実績がある
区分

○

○

一般職員

4.7

103

36
課長補佐

　　　　　　　　人

職 員 数標 準 的 な 職 務 内 容

34.6

７　級

298

令和6年4月2日から令和7年4月1日
までにおける適用

　　　　　　　　％

１級

0.047

１級

0.037

１級

0.054

２級

0.117

２級

0.129

２級

0.161

３級

0.346

３級

0.366

３級

0.321

４級

0.164

４級

0.139

４級

0.186

５級

0.121
５級

0.132

５級

0.096

６級

0.171

６級

0.163

６級

0.15

７級

3.4%

７級

3.4%

７級

3..2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和７年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況

（1）期末手当・勤勉手当

（６年度支給割合） （６年度支給割合） （６年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

）月分 ）月分 ）月分 ）月分 ）月分 ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　 支給割合の（　）は、再任用短時間勤務職員に係る支給割合です。

○勤勉手当への人事評価の活用状況(一般行政職)（城陽市）

イ　人事評価を活用している

活用している成績率

上位、標準、下位の成績率

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

標準の成績率のみ(一律)

ロ　人事評価を活用していない

活用予定時期

（注）　 懲戒処分又は分限処分を受けた者については、処分に応じて成績率を調整し、勤勉手当に反映させています。

（2）退職手当（７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年

最高限度額 月分 月分 最高限度額

千円 千円

（注）　 １　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。

２　本市の応募認定退職は、勤続20年以上で、年齢50歳以上59歳以下の職員を対象とする退職制度です。

（3）地域手当（７年４月１日現在）

％ 人 ％

（注）　 １　支給対象職員数の（　）は、再任用短時間勤務職員を除いた職員数です。

47.709

1,776 千円

１ 人 当 た り 平 均 支 給 額 （ ６ 年 度 ）

47.709

2,608

2.102.50

6

千円

令和７年度中における適用

千円

6

国の制度（支給率）

国

一般職員

国

55,032

―１人当たり平均支給額

１ 人 当 た り 平 均 支 給 額 （ ６ 年 度 ）

○

（　1.025

484（482）

45歳以上の職員が対象

支給対象地域 支給対象職員数

―

千円

千円

2.50 2.10 2.50

28.0395

50歳以上の職員が対象

39.7575

117,589

市内全域

円

○

支 給 実 績 （ ６ 年 度 普 通 会 計 決 算 ）

本市と同じ

その他の加算措置 その他の加算措置

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　５～１５％

○

１人当たり平均支給額21,531

33.27075

○

支給可能な
成績率

支給実績がある
成績率

応募認定・定年

19.6695

○

本市と同じ

支給実績がある
成績率

定年前早期退職特例措置
（定年までの残年数×3％加算）
59歳の職員のうち59歳6ヵ月未満の職員について
は定年までの残年数×2％加算。59歳6ヵ月以上
の職員については、加算措置なし。

（　1.000

本市と同じ

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　　　５％～２０％
・管理職加算　１０％、２０％

47.709

24.586875

　職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　　　５％～２０％
　・管理職加算　１０％～２５％

管理職員

支給職員１人当たり平均支給年額（６年度普通会計決算）

支給率

京 都 府

2.10

城 陽 市

1,654
―

自己都合

城陽市

自己都合

（　1.400

○

支給可能な
成績率

（　1.400（　1.000（　1.400

応募認定・定年
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（4）特殊勤務手当（７年４月１日現在）

千円

　 　％

（5）時間外勤務手当

千円

千円

 （注）  職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（６年度決算）」と同じ年度の4月1日現在の総職員数

  （管理職員、教職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員が含まれています。

千円

１ヶ月2,000円

市税滞納処分事務従事職
員の特殊勤務手当

道路上等における犬、猫の
死体の処理

１日1,300円

汚物処理に従事する職員
の特殊勤務手当

消防吏員の隔日勤務
１勤務3,000円
(日勤務1,000円)

環境課職員

130,921

362

１勤務1,000円
(日勤務500円)

318

健康推進課職員
消防本部・消防署職員

左記職員に対する支給単価

　円

職員１人当たり平均支給年額（６年度普通会計決算）

感染症患者の救護等

消防本部・消防署職員

１回300円

主 な 支 給 対 象 職 員

消防事務に従事する職員
の特殊勤務手当

じん芥収集に従事する職
員の特殊勤務手当

京都地方税機構に派遣され
地方税等を徴収する職員

市税の滞納処分に関する
事務

6種類手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ）

職員全体に占める手当支給職員の割合（６年度普通会計決算）

40,934

生活保護事務に従事する
職員の特殊勤務手当

福祉課職員

149,791

生活保護の現業を行う職
員及び同業務を指導監督
する係長

１回500円

千円

手 当 の 名 称

支給職員１人当たり平均支給年額（６年度普通会計決算）

25.0

349,867

支 給 実 績 （ ６ 年 度 普 通 会 計 決 算 ）

主 な 支 給 対 象 業務

救急救命士の免許を有す
る消防吏員の救急業務(隔
日)

支 給 実 績 （ ６ 年 度 普 通 会 計 決 算 ）

火災その他の災害又は救
急業務による出動

感染症防疫作業従事職員
の特殊勤務手当

職員１人当たり平均支給年額（５年度普通会計決算）

１ヶ月1,000円

じん芥収集

支 給 実 績 （ ５ 年 度 普 通 会 計 決 算 ）

１回300円
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（6）その他の手当（７年４月１日現在）

内容及び支給単価

円

円

円

43,575

191,843

72,488

53,626 千円

千円

休日において、正規の勤務時
間中に勤務する場合、勤務1時
間当たりの給与額に100分の
135を乗じて得た額を支給。

5,654

扶養手当

31,705

千円281

支給職員１人当たり

平均支給年額

（６年度普通会計決算）

同じ

支給実績
（６年度普通会計決算）

円7,395

国の制度と異なる内容

同じ

異なる

千円

千円

管理職員に対し、臨時又は緊
急の必要その他の公務の運営
の必要により勤務を要しない日
又は休日に勤務した場合、勤
務1回につき、8,000円を超えな
い額（勤務時間によってはその
額に100分の150を乗じて得た
額とする。）を支給。

240,477

○借家　家賃額に応じ最高
28,000円まで

通勤手当

同じ

293,625

89,818

605,222

住居手当

円

円

○子以外の扶養親族　3,000円
○子　　　　　　　　　 　11,500円
○16歳から22歳までの子
　　　　　　　　　　 5,000円加算

管理職手当 千円

32,005

夜間勤務手当

○交通機関利用者（片道2ｋｍ以上）
６箇月の定期券等の運賃等相当額

○交通用具使用者
使用距離が片道  2km以上    2,000円
使用距離が片道  5km以上    4,200円
使用距離が片道10km以上    7,300円
使用距離が片道15km以上  10,400円
使用距離が片道20km以上　13,500円
使用距離が片道25km以上  16,600円
使用距離が片道30km以上　19,700円
使用距離が片道35km以上　22,800円
使用距離が片道40km以上　25,900円
使用距離が片道45km以上　29,100円
使用距離が片道50km以上　32,300円
使用距離が片道55km以上　35,500円
使用距離が片道60km以上　38,700円

国の制度
との異同

俸給の特別調整額と
して、役職に応じて
46,300円～146,400円
を支給

円休日勤務手当

千円

手　当　名

管理職員
特別勤務手当

同じ

正規の勤務時間として午後10
時から翌日の午前5時までの間
に勤務する場合、勤務1時間当
たり給与額の100分の25を乗じ
て得た額を支給。

同じ

管理又は監督の地位にある職
員のうち規則で定める者につい
て給料及びこれに対する地域
手当の月額の合計額に支給割
合を乗じて得た額を支給。
理事　　 18％
部長級　16％
次長級　13％
課長級　10％
園長　　　7％

19,567

異なる

特定管理職員に対し
特別調整額の区分等
に応じた支給額(6,000
円～18,000円)となる。

9



５　特別職の報酬等の状況（７年４月１日）

4

円 ／

円 ／

円 ／

円 ／

円 ／

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

 （注）  　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合

       　                                 における退職手当の見込額です。

     

560,000

市 長 1,120,000

934,000

月分

946,000

給

料

副 議 長

区 分

510,000

757,000

606,000445,000

780,000副 市 長

　給料月額×530／100×在職年数

期
末
手
当

議 長

議 員

任期ごと

任期ごと

千円

副 議 長

9,828

市 長

議 長

3.45

　給料月額×315／100×在職年数

給料月額等

670,000

議
員
報
酬

副 市 長

副 市 長

20,055市 長

千円

3.45

495,000

400,000

326,000

議 員

退
職
手
当

303,000

（参考）類似団体における最高／最低額

614,600
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６　公営企業職員の状況

（1）水道事業

  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

　　　　　　　

（注） １  職員手当は、退職手当を除く地域・扶養・通勤・住居・管理職・時間外勤務・特殊勤務などの手当が含まれています。

２  職員数は、令和７年３月３１日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等が含まれています。

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（６年度支給割合） （６年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　５～１５％ ・役職加算　５～１５％

（注） (　  )内は、再任用短時間勤務職員に係る支給割合です。

千円

2.10

41.0

城陽市　（一般会計）

平　均　年　齢

2.10

純損益又は実

368,401

職員手当

千円 千円

7,1005,230

535,734

期末・勤勉手当

　　　　　　区　　分

1.40

　　　 Ａ

千円

　　　　　　Ｂ／Ａ

６年度

6.9

  Ｂ　

1,340,265

％

令和５年度の総費用に占

職員数
給　 料

　　　　　千円

20,059

人

　　　　給与費 　　B/A
給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

6.7

44.3

平均月収額

千円

める職員給与費比率

89,491 146,443

％

1.00

基本給

36,893

一人当たり給与費

1.00 1.40

総費用に占める

  Ａ  

職員給与費

2.50

28

城陽市　

1,654

６年度

区　　分

590,688

１人当たり平均支給額（６年度）

269,060 89,439

一人当たり

団 体 平 均

区　　分

千円　

１人当たり平均支給額（６年度）

城 陽 市 363,981

2.50

1,583

総費用

（参考）団体平均

職員給与費比率

千円　　　　　千円

　質収支

　　計　　Ｂ
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イ　退職手当（７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

１人当たり平均支給額 ― 千円 ― 千円 千円 千円

（注） １　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。

２　本市の応募認定退職は、勤続20年以上で、年齢50歳以上59歳以下の職員を対象とする退職制度です。

ウ　地域手当（７年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（７年４月１日現在）

千円

　円

　％

（注） 特殊勤務手当は、平成１８年３月３１日で総て廃止しました。

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注) １  時間外勤務手当には、休日勤務手当が含まれています。

２

 

城陽市　（一般会計）

支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ５ 年 度 決 算 ）

12,533

33.27075

24.586875

522

33.27075

応募認定・定年

24.586875

28

１人当たり平均支給額

支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支 給 実 績 （ ６ 年 度 決 算 ）

21,531

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ５ 年 度 決 算 ）

自己都合 自己都合

50歳以上の職員が対象

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ）

支 給 実 績 （ ５ 年 度 決 算 ）

職 員 全 体 に 占 め る 手 当 支 給 職 員 の 割 合 （ ６ 年 度 ）

左記職員に対する支給単価

市内全域

117,853

39.7575

19.6695

47.709

47.709

50歳以上の職員が対象

城陽市　

19.6695

その他の加算措置 その他の加算措置

28.0395

支 給 実 績 （ ６ 年 度 決 算 ）

28.0395

定年前早期退職特例措置
（定年までの残年数×3％加算）
59歳の職員のうち59歳6ヵ月未満の職員につ
いては定年までの残年数×2％加算。59歳6ヵ
月以上の職員については、加算措置なし。

47.709

支給対象地域

手当の名称

47.709

6

47.709

応募認定・定年

47.709

6

39.7575

438

0

支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ６ 年 度 決 算 ） 0

職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（６年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管
理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員が含まれて
います。

定年前早期退職特例措置
（定年までの残年数×3％加算）
59歳の職員のうち59歳6ヵ月未満の職員につい
ては定年までの残年数×2％加算。59歳6ヵ月以
上の職員については、加算措置なし。

3,300

10,938

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ６ 年 度 決 算 ）

2,608

支 給 実 績 （ ６ 年 度 決 算 ）

主な支給対象職員 主な支給対象業務

12



カ　その他の手当（７年４月１日現在）

円

円

円

円

（６年度決算）
一般行政職
の制度と異
なる内容

一般行政職
の制度との異
同

千円 277,200

平均支給年額

（６年度決算）

2,916

同じ

手　当　名

支給実績

2,218

1,885

○子以外の扶養親族
　　　　　　　　　　6,500円
○子　　　　　　10,000円
○16歳から22歳までの子
　　　　　　  5,000円加算

○借家　家賃額に応じ最高
28,000円まで

同じ通勤手当

○交通機関利用者（片道2ｋｍ以上）
６箇月の定期券等の運賃等相当額

○交通用具使用者
使用距離が片道  2km以上    2,000円
使用距離が片道  5km以上    4,200円
使用距離が片道10km以上    7,300円
使用距離が片道15km以上  10,400円
使用距離が片道20km以上　13,500円
使用距離が片道25km以上  16,600円
使用距離が片道30km以上　19,700円
使用距離が片道35km以上　22,800円
使用距離が片道40km以上　25,900円
使用距離が片道45km以上　29,100円
使用距離が片道50km以上　32,300円
使用距離が片道55km以上　35,500円
使用距離が片道60km以上　38,700円

同じ 477,227

千円 78,555

住居手当

2,386 千円

同じ扶養手当 224,308

支給職員１人当たり

管理又は監督の地位にある職
員のうち規程で定める者につい
て給料及びこれに対する地域
手当の月額の合計額に支給割
合を乗じて得た額を支給。
部長級　16％
次長級　13％
課長級　10％

内容及び支給単価

管理職手当

千円
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（2）下水道事業

  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

　　　　　　　

（注） １  職員の給与費は一般職のみの金額で、法定福利費（社会保険料等）は含みません。

２  職員手当は、退職手当を除く地域・扶養・通勤・住居・管理職・時間外勤務・特殊勤務などの手当が含まれています

３  職員数は、令和７年３月３１日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等が含まれています。

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（４年度支給割合） （６年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　５～１５％ ・役職加算　５～１５％

（注） 支給割合の（　）は、再任用短時間勤務職員に係る支給割合です。

千円６年度

（参考）団体平均

期末・勤勉手当

区　　分

3.3

める職員給与費比率

　　　 Ａ

総費用に占める

  Ｂ　

％

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

  Ａ  

587,321

５年度の総費用に占

職員手当 　　　　給与費 　　B/A

一人当たり

城陽市　

7,007

１人当たり平均支給額（６年度）

9,805

1.00 1.40

1,654

1.00

1,505

16,471

平均月収額

　　　　　千円

基本給

職員数

358,678

2.10

城陽市　（一般会計）

団 体 平 均

1.40

40.6

2.102.50

城 陽 市

区　　分

2.50

10,791

44.6 374,475 574,862

１人当たり平均支給額（６年度）

人

57,577 3.5

千円　

職員給与費比率

純損益又は実

1,638,176

　　計　　Ｂ

％

総費用

　質収支

千円　

給　 料

千円

Ｂ／Ａ

478,610

平　均　年　齢　　　　　　区　　分

38,471

千円

6

６年度

職員給与費

64,747

千円 千円

一人当たり給与費

　　　　千円
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イ　退職手当（７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注） １　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。

２　本市の応募認定退職は、勤続20年以上で、年齢50歳以上59歳以下の職員を対象とする退職制度です。

ウ　地域手当（６年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（７年４月１日現在）

千円

　円

　％

（注） 特殊勤務手当は、平成１８年３月３１日で総て廃止しました。

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注) １  時間外勤務手当には、休日勤務手当が含まれています。

２

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ５ 年 度 決 算 ）

50歳以上の職員が対象

手当の種類（手当数）

職員全体に占める手当支給職員の割合（６年度）

千円

応募認定・定年

24.586875 24.586875

自己都合 自己都合

19.6695 19.6695

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

支 給 実 績 （ ５ 年 度 決 算 ）

左記職員に対する支給単価

312

職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（６年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、
教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員が含まれています。

453

1,249

－ － 千円 １人当たり平均支給額 2,608 21,531

47.709 47.709

39.7575

城陽市(一般行政)

39.7575 47.709 47.709

28.0395 28.0395

応募認定・定年

城陽市　

支 給 実 績 （ ６ 年 度 決 算 ） 646

33.27075

0

支給実績（６年度決算）

市内全域 6

支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ６ 年 度 決 算 ） 107,642

50歳以上の職員が対象

定年前早期退職特例措置
（定年までの残年数×3％加算）
59歳の職員のうち59歳6ヵ月未満の職員について
は定年までの残年数×2％加算。59歳6ヵ月以上
の職員については、加算措置なし。

47.709

その他の加算措置 その他の加算措置

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ６ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ ６ 年 度 決 算 ） 2,265

0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給職員１人当たり平均支給年額（６年度決算）

6 6

定年前早期退職特例措置
（定年までの残年数×3％加算）
59歳の職員のうち59歳6ヵ月未満の職員につい
ては定年までの残年数×2％加算。59歳6ヵ月以
上の職員については、加算措置なし。

33.27075

47.709
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カ　その他の手当（７年４月１日現在）

円

円

円

円

扶養手当

支給実績

管理職手当

728

千円 256,308同じ

79,697

0

181,875千円

通勤手当

同じ

○子・配偶者以外の扶養親族
　　　　　　　　　　　　　　6,500円
○子　　　　　　　　　 　11,500円
○配偶者　　　　　　　　 3,000円
○16歳から22歳までの子
　　　　　　　　　　 5,000円加算

○借家　家賃額に応じ最高
27,000円まで

○交通機関利用者（片道2ｋｍ以上）
６箇月の定期券等の運賃等相当額

○交通用具使用者
使用距離が片道  2km以上    2,000円
使用距離が片道  5km以上    4,200円
使用距離が片道10km以上    7,300円
使用距離が片道15km以上  10,400円
使用距離が片道20km以上　13,500円
使用距離が片道25km以上  16,600円
使用距離が片道30km以上　19,700円
使用距離が片道35km以上　22,800円
使用距離が片道40km以上　25,900円
使用距離が片道45km以上　29,100円
使用距離が片道50km以上　32,300円
使用距離が片道55km以上　35,500円
使用距離が片道60km以上　38,700円

住居手当

千円同じ 478

0

同じ

支給職員１人当たり
一般行政職
の制度との異

同 （６年度決算）

管理又は監督の地位にある職
員のうち規程で定める者につい
て給料及びこれに対する地域
手当の月額の合計額に支給割
合を乗じて得た額を支給。
部長級　16％
次長級　13％
課長級　10％

平均支給年額（６年度決算）
一般行政職
の制度と異
なる内容

内容及び支給単価

513

手　当　名

千円
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１　勤務時間の状況

①1週間の勤務時間　　　　　　　38時間45分

②基本的な勤務時間

平成２１年１月１日から休息時間を廃止しています。

２　休業の状況

①育児休業及び部分休業

　育児休業等に関する制度を設けて子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するととも

に、地方公共団体の行政の円滑な運営に資することを目的に「地方公務員の育児休業等に関する法律」が制定されて

います。この法律により、３歳に満たない子を養育するために休業する育児休業制度と、１日の勤務時間の一部につ

いて勤務しないことができる部分休業制度があります。

　また、平成２０年４月からは、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするための環境整備とし

て、育児短時間勤務制度を、平成２２年６月からは、家族を構成する男女がともに家庭生活における責任を担いつつ、

仕事と生活の調和を図るための環境整備として、産後パパ育休制度を導入しています。

令和６年度中に新たに取得した職員数

②病気休暇

　負傷又は疾病のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、６ヵ月の範

囲内で必要と認められる期間を取得することができます。引続き３日を超える病気休暇の承認を得ようとするときは、

医師の診断書等を提出しなければなりません。

③年次休暇

　１年に２０日の年次休暇を付与されます。その年に取得できなかった休暇日数がある場合は、２０日を限度として

翌年まで繰り越すことができます。

職員の取得状況（令和６年度）

３章　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

休憩時間

年間平均取得日数

部分休業 18人

13.5

育児休業 13人

8:30 17:15 12:00～13:00

開始時刻 終了時刻
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④特別休暇

⑤介護休暇

　職員が配偶者、父母、子若しくは配偶者の父母等で、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により２週間以

上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる

場合、連続する６月の期間内において必要と認められる期間、休暇を取得することができます。

15　父母の祭日の場合 慣習上最低限必要と認められる期間

16　妊婦である職員が通院する場合 その都度必要と認められる期間

1の年において5日の範囲内の期間
（東日本大震災に際し災害救助法が適用された市
町村の区域内において活動を行う場合にあつて
は、平成24年12月31日までの間に限り、1の年にお
いて7日の範囲内の期間）

21　夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生
活の充実を図る場合

小学校、中学校の子弟については各学期に1回必
要な期間
保育園、幼稚園の子弟については1年度に3回必
要な期間

18　9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の看護のため
勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始
期に達するまでの子が2人以上の場合にあつて
は、10日)の範囲内の期間

20　要介護者の介護その他市長が別に定める世話を行う職員が、当該世
話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合に
あつては、10日)の範囲内の期間

17　職員の子弟の授業参観を行う場合

1の年の7月から9月までの期間内において5日以
内

19　職員がボランティア活動等を行う場合で、その勤務しないことが相当で
あると認められるとき

9　職員の分べんの場合
出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあつては14
週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間

5　選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合 その都度必要と認められる期間

6　職員が骨髄移植の登録等を行うため勤務しないことがやむを得ないと認
められる場合

その都度必要と認められる期間

7　職員の結婚の場合

期間

5日以内

事由

その都度必要と認められる期間

4　裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合 その都度必要と認められる期間

1　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に
基づく交通の制限又は遮断により勤務が不可能となった場合

14　職員の忌引の場合 親族に応じて１～１０日で必要と認められる期間

10　生理日に勤務することが著しく困難である場合 1回について2日以内で必要とする期間

11　職員が生後満1年に満たない生児を育てる場合 1日90分とし、土曜日については45分とする。

12　配偶者の出産の場合 2日以内

その都度必要と認められる期間

2　風水震火災その他非常災害等の不可抗力の原因により勤務が不可能と
なった場合

その都度必要と認められる期間

3　交通機関の事故等による不可抗力の場合

8 　職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認
められる場合

１の年度において５日（当該通院等が体外受精そ
の他の市長が別に定める不妊治療に係るものであ
る場合にあつては、10日）の範囲内の期間

13　配偶者の出産予定日の６週間前の日から産後８週間を経過するまでの
期間にある場合において、当該出産に係る子または、小学校就学の始期
に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しない
ことが相当であると認められるとき

10日以内
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１　分限処分の状況

　分限処分とは、公務の能率を維持し、適正な運用を確保するために、地方公務員法第２８条に基づき行う処分です。

主に免職、降任、休職等の処分があります。

病気を理由とする休職　

２　懲戒処分の状況

　懲戒処分とは、職員の職務義務違反に対して、公務員の勤務関係の秩序を維持するために、地方公務員法第２９条

に基づき行う処分です。免職、停職、減給及び戒告の４種類があります。

懲戒処分の状況

　職員の服務の根本基準は、地方公務員法第３０条に「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務

し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定されています。

　この規定に基づき、同法３３条には信用失墜行為の禁止、同法３５条には職務に専念する義務、同法３８条には営

利企業等の従事制限を、職員に課しているほか、職員の服務規程に基づき、誠実、公正、民主的かつ能率的に職務を

遂行するよう努めてまいります。

　城陽市職員の退職管理に関する規則に基づいて、再就職者（離職後に営利企業の地位に就いている元職員）に対し、退職後２年間は、

離職前の職務に関して、現職職員等への働きかけを禁止しています。

　現職職員が働きかけを受けた場合、公平委員会に届け出ることとしており、適正な退職管理に努めています。

６章　職員の退職管理の状況

４章　職員の分限及び懲戒処分の状況

（営利企業等従事許可の状況）　

消防団活動等

7人

1人

５章　職員の服務の状況

17人
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１　研修の実施状況（令和６年度）

　社会環境の著しい変化に対応し、能率的・効率的で充実した行政運営を目指すため、専門的知識と幅広い視野を兼

ね備えた職員を養成します。

２　人事評価の概要

　人事評価制度は、職員がその職務を遂行するにあたり発揮した能力及び挙げた業績を公正に把握することで、職員の

主体的な職務の遂行及びより高い能力を持った公務員の育成を行うとともに、適正な人事配置、組織全体の活性化及び

業務効率の向上を図り、住民サービス向上へつなげていくことを目的として、全職員を対象に平成２８年度より実施してい

ます。

　本市においては、平成１３年度から「城陽市職員人事考課実施要綱」に基づき、人事考課制度を実施してきましたが、

平成２８年度の地方公務員法の改正に合わせ、新たな人事評価制度として見直しました。

　評価結果については、能力開発（研修等）、能力活用（人事配置等）、処遇に反映しています。

７章　職員の研修及び人事評価の状況

派遣研修

通信教育、自主研修グループ

全国市町村国際文化研修所、新規採用職員研修、課長研修、能力開
発研修、実務研修、特別研修、各課配分研修等

自主研修

区　　分

185人

研修名・派遣先等

24人

890人
新規採用職員研修、新任監督者研修、新任管理職研修、健康管理研
修、初任者研修等

集合研修

受講者数
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１　職員の健康管理・職場環境の状況

　職員の健康の保持増進を図るとともに、職場の安全を確保するため、「労働安全衛生法」をはじめとする法令等に

基づき、安全衛生を管理するための体制や作業環境の整備、健康診断などを実施しています。

２　公務災害の状況

３　共済組合事業等の状況

　地方公共団体は、地方公務員法第４２条により、職員の福利厚生の計画を樹立し、実施することが義務付けられて

おり、財団法人京都府市町村職員厚生会（以下、「厚生会」という。）と城陽市職員互助会において福利厚生事業を

行っています。

　厚生会の会費と公費の負担割合については、平成１８年度から１：１に、平成２０年度から１：０．５に見直しました。

　平成３０年度において、職員互助会制度を見直し、会費のみで事業運営することとしました。

１　公平委員会の概要

　公平委員会は、地方公務員法第７条第３項の規定により設置されており、その権限は同法第８条第３項において次

のように定められています。

・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置を審査・判定し、必要な措置を執ること。

・職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。

2　公平委員会の業務の状況（令和６年度）

不利益処分に関する不服申立ての状況 ０件

９章　公平委員会の状況

業　務　の　内　容 件　数

勤務条件に関する措置の要求の状況 ０件

2件 1件 1件

通勤災害

８章　職員の福祉及び利益の保護の状況

認定件数
内訳

公務災害
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